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視察ツアーにご参加いただいた場合のポイントご利用
方法については、Webサイトなどを通じてご案内致
します。 

視察ツアー 
ポイントをつかうには 

MTマイレージへの登録は、「レディバー
ドクラブ」正会員の方に限定されます。
登録ご希望の方は、MTマイレージ入会
（登録）申込書に必要事項をご記入の上、
MTマイレージ事務局へ郵送してください。
登録手続き完了後、MTマイレージ事務
局より登録完了通知と規約をお送りします。 

〒602-8585 
京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目 
大日本スクリーン製造株式会社 
メディアテクノロジーカンパニー内 

MTマイレージ 事務局 
Tel.：075-417-2611　Fax.：075-414-7608 
【URL】http://mt-mileage.screen.co.jp

登録方法 

利　用　条　件 
 ① レディバードクラブ正会員であり、代表者が「MTマイレージ」に登録していること。 

②「MTマイレージ」は、レディバードクラブ正会員が１社単位で登録することが原則ですが、グループ会
社を含んだ「グループ登録」※の手続きを別途していただくことにより、グループ会社全体でポイント
の申請・使用をすることも可能。 
※「グループ登録」の詳細については、担当営業にお問い合わせください。 

③ キャッシュバック申請は1登録者単位のみで可能。登録者間の合算は不可。ただし、正会員登録された
ひとつの事業所が、「グループ登録」申請に基づき、登録グループ会社のポイントをまとめて管理し、
申請・使用する場合は合算可能。 

④ キャッシュバック申請は、規定条件の期限内にお手続きください。 

⑤ ポイントが有効（ポイント確定時から5年間）であること。 

⑥ ポイント対象商品の購入、視察ツアーへの参加、または規定に基づいた保守サービス作業分のキャッ
シュバック申請可能ポイントのご案内により、ご利用可能ポイント数内（上限規定に応じて）でキャッ
シュバック申請ができます。 

⑦  弊社および（株）メディアテクノロジー ジャパンが企画した視察ツアーによるキャッシュバック申請  
方法は、別途事務局よりWebサイトなどを通じてご案内致します。 
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視察ツアー 

保守サービス作業 

対象商品の新規ご購入 

マイレージポイントはマイレージポイント対象 
商品をご購入いただくことでたまります。 
→詳しくは３ページ 

ためられたポイントはご利用可能ポイント数内で 
次の項目よりキャッシュバックが受けられます。 

商品のご購入、設置後に、所定の手続きに基づいて 
申請いただくと、キャッシュバックが受けられます。 
→詳しくは４ページ 

半年ごとに届く通知書に沿って申請していただくと、 
キャッシュバックが受けられます。 
→詳しくは６ページ 

視察ツアーにご参加いただき、 
所定の手続きに基づいて申請していただくと、 
キャッシュバックが受けられます。 
→詳しくは８ページ 
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